
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第155号 

2024年11月18日 

突然、業者を装って屋根や水道などの「無料点検」をすると言って、

住宅に上がり込み、家の様子や家族の状況などを下見した者が、 

後日、強盗事件を起こす可能性があります。 

屋根や水道などの点検と称して、突然、住宅を訪問する場合、 

犯行の下見をしているおそれがありますので、ご注意ください。 

■ 事前の連絡なく、突然訪問してくる 

■「無料点検」と説明してくる 

■ 工事しないとすぐに屋根が崩れるなど、 

必要以上に不安をあおる 

 

手口 
の 
特徴 

住宅の点検を装った 

に注意！ 

☑ 突然訪問してきた業者には、インターホン越しに対応するなど、 

対面での対応はせず、安易に自宅に上げて点検をさせない。 

☑ 対応するときは、社員証を確認したり、名刺をもらうなどして身分確認を行う。 

☑ 点検時に修理を勧められても、その場では契約せず、 

家族や友人などに相談し、信頼できる業者であるか確認する。 

☑ 金品の保管状況や家族構成などを安易に教えない。 

断っても立ち去らない場合や不審な点があれば、 

110番に通報してください。 

強盗の下見 

トラブル防 止 のポイント  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆悪質な訪問販売に注意！～注意喚起シールやチラシを配布中～ 
悪質な事業者は、「無料点検します」などと言って高齢者宅などを訪問し、 

「早く工事をしないと危ないですよ！」などと不安をあおることを言ったり、 

断っても強引に勧誘を続けたりして、不要な契約を迫ってきます。 

県では、悪質な訪問販売からご自身や家族を守るため、玄関の内側や 

屋内のインターホンのそばに貼れる注意喚起シールや啓発用のチラシを 

配布しています。 

ご希望の方は、お問い合わせください！ 

 

 

 

※県ホームページから、シールやチラシのデータをダウンロードできます。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/sengen/contents2.html 

◆「悪質商法目安箱」を設置しています！ 
県では、事業者からの不当な勧誘や広告表示に関する情報を 

受け付けています。 

不審な勧誘や広告表示があれば、県ホームページの 

「悪質商法目安箱」に情報をご提供ください。 

神奈川県  悪質商法目安箱 

＜注意喚起シール＞ 

【問合せ先】 

神奈川県消費生活課指導グループ ： 045-312-1121（代表） 

くらし安全防災局 

くらし安全部消費生活課 

相談第二グループ 
 

かながわ中央消費生活センター 

＜事例１＞ 子ども

が、パック型洗剤をさ

わっていたところ、フ

ィルムが破れ、中身が

目に入った。 
 
＜事例２＞ 高齢者

が、食べ物と誤認して

パック型洗剤を食べ

てしまい、病院に搬送

された。 

＜アドバイス＞ 
 
● パック型洗剤は、子どもや、不用意に触るおそ

れのある方の手が届かないところに保管する。 
 
● パック型洗剤を使用したあとは、必ずふたをし

っかり閉める。 
 
● パック型洗剤をぬらさないようにする。 
 
● 誤って飲み込んだときや、目に入り洗い流して

も異常を感じるときは、商品の成分が分かるパッ
ケージ等を持って医療機関を受診する。 

＜パック型洗剤とは＞ 

● 濃縮液体洗剤を、

水に溶けやすいフィ

ルムで包んだ商品で、

洗濯槽に直接入れて

使用する。 
 

洗濯用パック型液体洗剤による事故に注意！ 
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